
情
報
公
開
と
個
人
情
報
保

護
制
度
の
運
用
状
況
公
表

■
情
報
公
開
制
度

①
開
示
請
求
33
件
（
全
部
開
示
15
件
、

　

部
分
開
示
14
件
、
不
開
示
２
件
、
取

　

り
下
げ
２
件
）

②
審
査
請
求
２
件

③
審
査
会
１
回

■
個
人
情
報
保
護
制
度

①
開
示
請
求
３
件
（
全
部
開
示
１
件
、

　

部
分
開
示
１
件
、
不
開
示
１
件
）

②
不
服
申
立
等
０
件

■
請
求
場
所
　
総
務
課

※
電
話
や
口
頭
の
請
求
は
で
き
ま
せ
ん
。

■
開
示
の
決
定

　

原
則
、
請
求
書
の
受
付
日
か
ら
15

日
以
内
に
、
開
示
・
不
開
示
の
決
定

を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
費
用　

無
料

※
開
示
文
書
の
写
し
が
必
要
な
と
き

　

は
、
実
費
を
負
担

■
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会

　

３
人
の
学
識
経
験
者
で
構
成
さ
れ
、

不
開
示
決
定
や
部
分
開
示
決
定
な
ど

へ
請
求
者
か
ら
審
査
請
求
が
あ
る
場

合
に
、
そ
の
決
定
が
適
当
か
、
公
平

な
立
場
で
審
査
す
る
救
済
機
関
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
総
務
課

　

人
事
行
政
係
☎
内
線
２
２
４

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
関
す
る

傷
病
手
当
金

　
■
対
象
者
（
①
～
③
す
べ
て
を
満
た
す
方
）

①
垂
水
市
国
民
健
康
保
険
お
よ
び
後

　

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者

②
給
与
等
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る

　

被
用
者

③
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

　

感
染
ま
た
は
感
染
の
疑
い
に
よ
る

　

療
養
の
た
め
、
３
日
間
を
超
え
て

　

働
く
こ
と
で
き
な
か
っ
た
方

■
適
用
期
間　

令
和
２
年
１
月
１
日

～
令
和
２
年
９
月
30
日

※
今
後
の
状
況
に
よ
り
期
間
が
延
長

　

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
支
給
額　

直
近
の
継
続
し
た
３
か

月
間
の
給
与
収
入
の
合
計
額
を
就
労

日
数
で
除
し
た
金
額
×
３
分
の
２
×

支
給
対
象
日
数

※
療
養
等
の
間
、
給
与
等
（
全
部
・

　

一
部
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

　

方
は
、
金
額
の
調
整
や
支
給
さ
れ

　

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
申
請
　
申
請
書
等
の
提
出
が
必
要

に
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
市
民
課

国
保
係
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
市
民
課
国
保
係

　

☎
内
線
１
４
０
・
１
６
０
・
１
６
１

保
険
証
の
更
新
・
発
送

■
発
送
予
定
日

①
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
お
よ
び

　
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
兼
高

　
齢
者
受
給
者
証

　

７
月
13
日
（
月
）
～
22
日
（
水
）

②
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

　

７
月
13
日
（
月
）
～
22
日
（
水
）

※
他
住
所
へ
郵
送
・
簡
易
書
留
を
希

　

望
の
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
市
民
課
国
保
係

　

☎
内
線
１
４
０
・
１
６
０
・
１
６
１

相
談

労
使
間
の
ト
ラ
ブ
ル

無
料
相
談
会

■
開
催　

原
則
、
毎
月
第
４
火
曜
日

※
９
月
は
23
日
（
水
）、
令
和
３
年
２

　

月
は
24
日
（
水
）

■
時
間
　
午
後
２
時
30
分
～
５
時

※
受
付　

午
後
４
時
30
分
ま
で

■
場
所
　
県
庁
15
階　

労
働
委
員
会

■
相
談
員　

弁
護
士
、労
働
組
合
役
員
、

会
社
経
営
者
等

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局

　

☎
０
９
９

－

２
８
６

－

３
９
４
３

募
集

令
和
２
年
度
自
衛
官
募
集

自
衛
隊
入
隊
制
度
説
明
会

垂
水
市
市
民
館

①
開
催　

７
月
12
日
（
日
）

　
時
間　

午
後
１
時
30
分
～
２
時
30
分

②
開
催　

８
月
８
日
（
土
）

　
時
間　

午
前
10
時
～
11
時

採
用
試
験
情
報

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

自
衛
隊
鹿
児
島
地
方
協
力
本
部

　

鹿
屋
地
域
事
務
所
☎
42

－
４
３
８
６

お
お
の
探
検
隊

親
子
サ
マ
ー
キ
ャ
ン
プ

中
止
に
つ
い
て

　

８
月
開
催
予
定
の
「
第
42
回
お
お

の
探
検
隊
」
お
よ
び
「
親
子
サ
マ
ー

キ
ャ
ン
プ
」
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
今
回

は
中
止
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
社
会
教
育
課

　

社
会
教
育
係
☎
32

－

０
２
２
４

県
立
鹿
屋
高
等
技
術

専
門
校
入
校
生

■
資
格

　

高
等
学
校
卒
業
者
（
見
込
み
含
む
）

■
募
集
科　

電
気
設
備
科

■
訓
練
期
間　

２
年

　
　
　
　
　
（
令
和
３
年
４
月
入
校
）

■
応
募
書
類　

①
入
学
願
書
、
②
学
校

調
査
書
ま
た
は
卒
業
証
書
、
③
写
真

※
願
書
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
、
県
Ｈ

　

Ｐ
か
ら
も
取
得
で
き
ま
す
。

■
受
付
期
間　

９
月
１
日
（
火
）
～

　
　
　
　
　
　

10
月
26
日
（
月
）

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
県
立
鹿
屋
高
等

　

技
術
専
門
校
☎
44

－

８
６
７
４

指
定
管
理
者
の
公
募

①
道
の
駅
た
る
み
ず

■
指
定
管
理
期
間

　

令
和
３
年
４
月
１
日
～

　

令
和
８
年
３
月
31
日
（
５
年
間
）

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
水
産
商
工
観
光
課

　

商
工
業
推
進
係
☎
内
線
２
６
６

②
猿
ヶ
城
渓
谷
森
の
駅
た
る
み
ず

　

お
よ
び
猿
ヶ
城
活
性
化
施
設

■
指
定
管
理
期
間

　

令
和
３
年
４
月
１
日
～

　

令
和
６
年
３
月
31
日
（
３
年
間
）

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
水
産
商
工
観
光
課

　

観
光
推
進
係
☎
内
線
２
４
９

■
共
通
事
項

・
公
募
締
切　

７
月
31
日
（
金
）

・
公
募
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　

７
月
31
日　

公
募
締
切

　

８
月
～
９
月　

選
考
委
員
会

　

10
月　

指
定
管
理
候
補
者
選
定

　

12
月　

垂
水
市
議
会
へ
議
案
提
出

（
市
議
会
の
議
決
が
必
要
と
な
り
ま
す
。）

※
応
募
に
は
、
現
地
説
明
会
の
参
加

　

が
必
須
と
な
り
ま
す
。

※
現
地
説
明
会
の
日
程
、
詳
し
い
内

　

容
等
は
、
市
Ｈ
Ｐ
等
で
ご
確
認
く

　

だ
さ
い
。

募集種目 資格 受付 試験期日

航空学生
高卒（見込含）で
海上：23歳未満
航空：21歳未満

7/1
～
9/10

9/22
（１次試験）

一般曹候補学生
18歳以上 33 歳未満

9/18 ～ 9/20
（１次試験）

自衛官候補生 通年 受付時通知

予備自衛官補
（一般） 18歳以上 34 歳未満 7/1

～
9/11

10/3 ～ 10/6
（いずれか 1日）予備自衛官補

（技能）
18歳以上（国家資格
等を有する者）

Pick Up
 INFO 特別定額給付金の申請はお済ですか？

申請書に必要事項を記入・押印の上

　①本人確認書類（運転免許証等のコピー）、

　②振込先口座確認書類（通帳等のコピー）

　を添付し、同封の返信用封筒にて郵送してください。

※申請書は、すでに郵送しています。未だ申請書を受

　け取っていない方は、お問い合わせください。

申請日翌週の金曜日に順次振り込みを行います。

※入金のお知らせはいたしません。通帳記帳にてご確

　認ください。

　お一人につき 10 万円を給付する「特別定額給付金」の申請はお済ですか？まだ申請されていない方は、お早めに申

請をお願いいたします。

◎問い合わせ先
　企画政策課
　政策推進係
　☎ 0994-32-1143

令和２年８月 19 日（水）
申請期限

申請方法

給付について
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